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子ども，子育て 応援プランの 特徴 

  

0 概ね「 0 年 後を展望した「目指すべき 社会の姿」を 提示 

米 施策の実施を 通じて、 社会をどのように 変えようとしているのか、 国民に分かりやすく 提示 

  

宙 Ⅰ八 % 0  「働き万の見直し」の 分野において 積極的な目標改正 
米 育児休業取得率 男性「 0 拓 、 女性 80%0 米 育児 期 に長時間にわたる 時間外労働を 行うものの割合を 減少 

  

  
百年 "@  - n Ⅰ r@ 。 Ⅱ 0 体験学習を通じた「 た くましい子どもの 育ち」など教育分野にあ いて積極的な 目標 D5@ 疋 

Ⅹ全国の小・ 中・高等学校において 一定期間のまとまった 体験活動を実施し、 多くの子どもが 検尺な体験を 持 
  つことができる   

0 市町村が策定中の 次 授代 育成支援に関する 行動計画も踏まえて 数値目標を設定 
来地 乃の計画とリンクさせた 形でフランを 策定するのほ 今回 力 陣刀めて 



子ども・子育て 応援プランの 概要 
0 少子化社会対策大綱 ( 平成「 6 年 6 月 4 日閣議決定 ) の 掲 ける 4 つの重点課題に 沿って、 平成 2] 年度までの 5 年 

間 に講ずる具体的な 施策内容と目標を 提示 

0  「子どもが健康に 育っ社会」 「子どもを生み、 育てることに 喜びを感じることのできる 社会」への転換が 
どのように進んでいるのかが 分かるよ う、 概ね「 0 年後を展望した「目指すべき 社会の姿」を 掲げ、 それに 
向けて、 内容や効果を 評価しながら、 この 5 年間に施策を 重点的に実施 

[4 つの重点課題 ] [ 平成 2t 年度までの 5 年間に講ずる 施策と目標 ( 朽 ll)] [ 目指すべき社会の 姿 ( 例 )] 

若者の自立と 0 若年者試用 ( トライアル ) 雇用の積極的活用 
0 若者が意欲を 持って就業し 経済的にも自立 

[ 若年失業者等の 増加傾向を転換 ] 

たくましい 子 

どもの育ち   な 体験を持つことができる 

0 希望する者すべてが 安心して育児休業等を 取得 

0 企業の行動計画の 策定・実施の 支援と好事例の 普及 
[ 育児休業取得率男性「 0% 、 女性 80%] 

仕事と家庭 

の 両立支援 0 個々人の生活等に 配慮した労働時間の 設定改善に向 
0 男性も家庭でしっかりと 子どもに向き 合う時間が持 

と 働き方の見 げた労使の自主的取組の 推進、 仕事と生活の 調和 
てる [ 育児期の男性の 育児等の時間が 他の先進国立 た ] 

  キャンペーンの 推進 0 働き方を見直し、 多様な人材の 効果的な育成活用に 
より、 労働生産性が 上昇し、 育児 期 にあ る男女の長時 
間 労働が是正   

が 乳幼児とふれあ ぅ 機会を提供 0 多くの若者が 子育てに肯定的な ( 「子どもはかわいい」 、 
等についての 

， 0 全国の中，高等学校において、 子育て理解教育を 推進 「子育てで自分も 成長」 ) イメージを持てる 
、 下目 侶召 
又こ Ⅰ " 干 / l / セ ク 
    @@@   

Ⅰ 

子育ての新 
たな支え合い 
と連帯 

0 地域の子育て 支援の拠点づくり ( 市町村の行動計画目標 
の実現 ) 

0 待機児童ゼロ 作戦のさらなる 展開 ( 待機児童が多 い 95 市 

町村における 重点的な整備 ) 

0 児童虐待防止ネットワークの 設置 
0 子育てバリアフリ 一の推進 ( 建築物、 公共交通機関及び 公さ 

    施設等の段差解消、 バリア フ l 」 一 マップの作成 ) 

    つ
 

 
 

 
 

O
 
O
 
O
 

0 妊産婦や乳幼児連れの 人が安心して 外出できる 

Ⅰ 杯実 なく外出できると 感じる人の割合の 増加 ] 



少子化社会対策大綱に 基づく重点施策の 

具体的実施計画について 

平成 1 6 年 1 2 月 2 4 日 

少子化社会対策会議決定 

@  策定の趣旨 

少子化社会対策基本法に 基づき、 国の基本施策として、 「少子化社会対策大 

綱」 ( 平成「 6 年 6 月 4 日閣議決定 ) を策定し、 少子化の流れを 変えるため 

の 施策を強力に 推進することとしているが、 本大綱に盛り 込まれ 仁 施策につ 

いて、 その効果的な 推進を図るため、 重点施策の具体的実施計画として、 こ 

の 「少子化社会対策大綱に 基づく重点施策の 具体的実施計画について」を 策 

足 する。 

本計画でほ、 大綱に盛り込まれた 施策のうち、 地方な共団体や 企業等とと 

もに計画的に 取り組む必要があ るものについて、 平成 2 「年度までの 5 年間 

に講ずる具体的な 施策内容と目標を 掲げるとともに、 施策の実施によって 子 

どもが健康に 育つ社会、 子どもを生み、 育てることに 喜びを感じることがで 

きる社会への 転換がどのように 進んでいるのかが 分かるよう、 概ね 1 0 拝復 

を 展望した、 目指すべき社会の 姿を掲げ、 それに向けて、 この 5 年間に施策 

を 重点的に取り 組んでいくこととする。 

今後、 本計画に基づき、 夢と希望にあ ぬれる若者が 育まれ、 家庭を築き、 

安心と喜びを 持って子育てに 当たっていくことを 社会全体で応援する 環境が 

整ってきたという 実感の持てるよう、 内容や効果を 評価しながら、 政府を挙 

けて取組を強力に 進めていく。 
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l@ 施策の内容，目標 

「・若者の自立とたくましい 子どもの育ち 

。 ' 若者 耐 " 鞘 " 欣 
0 若者が早くから 仕事に接し、 考える機会を 持っこと何でき、 就業を自ら 

の人生において 積極的に位置づけられるようにすることを 通じて、 若者 

の生活基盤の 5% Ⅰじを図り、 自立を促す。 

( 具体 日り 施策 ) ( 今後 5 年間の目千票 ) 

口 初等中等教育 月郊 皆におけるキャリア 教育の推進 
職場体験等を 通じて、 小・中・高等学校におけるキャリア 教育の更なる 推進を図る。 

ロキ ヤ @ 」 ア 探索フロクラムの 推進 
職業や産業の 実態、 働くことの意義、 職業生活等に 関して生徒に 理解させ自ら 考えさせるた 

め、 八口一ワークを 通じ、 企業人等を講師として 学校に派遣する。 

ロインターンシップ ( 就業構剣の推進 
インターンシップに 前向きに取り 組む大学等の 支援を通じ、 学生の学習意欲の 向上や高い職 

業 意識の向上等に 意義を有するインター ンシップを推進する。 

口 若年者のための ワ ンストッフワーピスセンター ( ジョフカフェ ) における 

""" 進   

若年者のためのワンストップサービスセンター ( ジョブ カ フエ ) において、 地域の企業や 学 

校などと連携し、 若年者向けの 情 手燭 矧共 、 ヵ ウンセリングや 職業紹介などの 各種サービスを 一 

貢 して 提イ典 する。 

口 若年者試行雇用の 活用 常用雇用移行率 80%0 
( 平成 1 8 年度までの目標 ) 

学卒 未 就職者などの 職業経験が十分ではない 若年者を対象に 、 3 か 月間の試行雇用を 活用し 、 

常用雇用の実現を 支援する。 

コ 日本版 デ コアルシステムの 推進 
若年者向けの 実践的な教育・ 職業能力開発の 仕組みとして、 企業での実習と 教育・職業訓練 

の組合せ実施により、 若者を一人双の 職業人に育てる 新しい職業訓練システムであ る「日本版 

デュアルシステム」を 推進する。 

ロキャリア・コンサルタントの 養成・活用 約 2 万人Ⅱ 5 年度 づ 約二五人 

U@m ( 平成 1 8 年度までに達成 ) 
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個々人の職業生活の 設計 や 、 それに即した 職業選択、 能力開発等を 支援する「キャリア・ コ 

ンサルタント」を 養成するとともに、 その活用を推進する。 

  3    u 姻の 
を 毎年度対双年度比で 減少 

( 平成 1 8 年度までの目標 ) 

地域における 若年労働者の 相互変、 流や企業人事管理者の 講習等の恥組を 促進するとともに、 

働くことに関わる 幅広い相談に 身近に応ずる 体制を整備する。 

                      目指すべき社会の 姿 

                        今 若者が意欲を 持って就業し、 経済的にも自立できるようになる ( 早期 

                      に 若年矢業者等の 増加傾向を転換 ( フリーター約 200 万人、 若年矢 

                      業者・無業者約「 00 万人それそれについて、 低 F を示すような 状況 

                    を目指す )) 

ば主 目指すべき社会の 姿 @ よ 本 フランに 渇 l ブた 具体曲師 魍 億を中心に、 関連する b% 億を総合的に 推進する 

ことにより、 実現を目指すものとして 掲 けた。 ( 以下司 中羨 ) 

(2) 奨学金事業の 充実 

0 若者の自立を 促すためにち、 勉学を希望する 若者 力臼鈴済 的理由でその 機 

会を矢 ぅ ことがないよう 支援する。 

( 具体 日鋤包策 ) (= 後 5 年間の目ォ 票 )   ，を満たす聖者金コへの   与 に向 

け努力 

若者の自立を 促すためにも、 勉学を希望する 若者 力 % 至 済 的理由でその 機会を失 う ことがない 

よ う 、 奨学金制度に よ る支援を一層推進する。 

Ⅱ % 安が 轄 社会の姿   

 
 

金 教育を受ける 意欲と能力のあ る者が、 経済的理由で 修学を断俳するこ 

とのないようにする 
  

(3) 体験活動を通じた 豊かな人間性の 育成 
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0 子どもたち力人様 尺 な自然体験・ 社会小枝 実 活動の機会を 持ち、 自然や人 

とぬれ あ ぅ 中で、 基本的なルール、 感性、 社会性等を身に 付け、 意欲に 

あ ふれた自立した 若者へと成長できるようにする。 

( 具体自助 筋繊 ( 今後 5 年間の目標 ) 

日 子どもの多様な 活 所 づくりの推進 

子どもたち 力防 欠課後や週末に 様々な体験活動や 地域住民との 交流活動等を 4 千えるような 地 

域 における 恥 組の推進を図る。 

目地域ポランティア 活動の推進 

子どもたちと 地域社会との 関わりを深め、 豊かな人間関係を 形成できるよう、 高等学校等に 

おけるボランティア 活動の単位認定等の 取組を促進するなど、 地域におけるボランティア 活動 

の 全国的な展開を 推進する。 

コ 学校における 体験活動 祀 全国の小， 中 ・高等学校において 一定期 一 
ようになること 

) 巳童且 ㍉走の社会』性や 豊かな人間，性を 育むため、 者 は コ % ま Ⅸから 農山 ・漁村や自然が 豊かな地域に 出 

かけ、 異なる環境における 豊かな体験活動の 促進 や 、 長期にわたる 集団宿泊等の 共同体験等を 

はじめとした、 他校のモデルとなる 体験活動に取り 組む。 

口 青少年の自立を 支援する体験活動の 充実 @fc@s 
( 平成 1 9 年度までに達成 ) 

青少年が自立した 人間として成長することを 支援するため、 青年の長期社会体験活動等の 主 

体性・社会性をはぐくむ 体験 舌 動を推進する 0 

口 こども エ コクラフ事業の 推進 小中学生のこども エ コクラフ登録者数 

82,299 人Ⅱ 5 年度 づ 「 1 万人 

( 平成 1 8 年度までの目標 ) 

こども ェ コクラブを通じて、 身近な地域社会での 自主的な環境学習を 行 3 機会の提供などの 

体験活動の推進を 図る。 

日 子どもパークレンジャ 一事業の推進 

子どもパークレンジャ 一事業を通じて、 国立公園等の 豊かな自然の 中で自然や環境の 大切さ 

を学ぶ機会のま 匙 共などの自然体験活動の 推進を図る。   
農 m 漁村の豊かな 自然玉帯境の 中で、 様々な 農叶相 盛業体験活動や 自然体験活動等を ポ鶴 食すること 

を通じた人間性の 育成を図るとともに、 身近な自然に 安卜してふれあ える E 尉境 整備を推進する。 
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口 河川空間を活用しだ 体験活動の推進 

NPCL 、 ボランティア 団体等と 逮秀し甲可 ml@ 特有の機能を 十分に活かした 耳賂 且を推進するとと 

もに、 ノ 要に応、 じて交流・自然体験・ 1 尉 鞠育の場としての 身近な水辺環境の 整備を実施する。 

口 自然・社会教育活動等の 場としての海岸づくり 

海辺における 自然・社会教育活動等を 安全に楽しめ、 また、 都市農漁村及び 世代間の交流 

の場となる海岸づくりを 推進する。 

目指すべき社会の 姿 

金 ボランティア 体験、 自然体験、 社会体験活動の 機会 ガヴ E 実し 、 多くの 

子どもが 様尺 な 体笘 夫を持っことができる 

(4) 子どもの学 びの 支援 

0 子どもたちが「生きる 力 」をはぐく付ことができる 学校教育を推進する 
ため、 魅力あ る公立学校づくりをはじめとする 子どもたちの 学 ぴを支援 

する。 

( 具体的施策 )   
義務教育の到達目標の 明確化、 学力の向上、 教員の資質向上などをはじめとする 義務教育改 

革を推進し、 信頼され、 安心して子どもを 託すことので、 きる学校づくりを 図る。 

コ 「生きる力」の 育成 

学習意欲の向上や 指導の改善等をねらいとする「学力向上アクションプラン」の 推進や習熟 

度別 指導や少人 姿姐旨 導の推進等に よ り「確かな学力」の 向上を図るとともに、 学校における 体 

験 活動の充実等に よ る豊かな人間性の 育成を図る。 また、 学校における 体育・運動部活動の 充 

実等にょり子どもの 健康・体力をはぐくむ。 

口 t 世或に 閑かれ信頼される 学校づくり 
学校評価の実施及びその 結果の公表を 促進することに ょ り、 学校の説明責任を 果たし教育 

活動の改善を 図る。 学校評議員制度や、 保護者や地域住民が 公立学校運営に 参画する学校運営 

協議会制度 ( コミュニティ・スクール ) の設置を促進する。 
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日 特色あ る高等学校づくり 

参木剣 ヒ する生徒の実態に 対応、 し 、 生徒の個性を 最大限に伸ばすため、 将来の科学技術系人材 

や 専門的職業人の 育成や、 総合学科や単位制高等学校など 特色あ る学校・学科等の 設置を推進 

する。 

目指すべき社会の 姿 

令子どもたちが、 「確かな学力」、 豊かな人間性、 健康や体力などの「 生 

きる 方 」をはぐくむことができる 学校教育 ガ 推進される 

2. 仕事と家庭の 両立支援と働き 万の見直し 

百の中で個性と 能力を発揮しながら、 子育てにしっかりと カと 時間を注 [                                                        働き方の見直しを 図り、 男性も女性もともに、 
の 企業等における ちぅ 一段の取組の 推進 

( 具体自助 犠繊 ( 今後 5 年間の目 十棄 

口 一般事業主行動計画の 策定・実施の 行動計画を宣篤こし、 : 次 世代育成支援に 

。 援 " 。 ， " 。 麒 " 
@3@ 1 00% 
@J@ 25% 

次世代 育     、   法に基づく 認 

@m@ 剛 
中小企業も含め、 次世代育成支援対策推進法に 基づく - イ実事業主行動計画の 策定を支援する 

とともに、 当該計画に定める 目標達成など 一定の基準に 適合する企業を 認定し、 その好事例に 

ついて広く普及を 図る。 

口 ファミリー・フレンドリー -iJ@DgR   
(aj こ 227 企業Ⅱ 6 年度までの累計 づ ヱ % 旦 企業 

(2 1 年度までの累計 ) 

事業主の意識啓発等により、 仕事と育児が 両立できるような 様々な制度と 職場環境を持っ 企 

業 ( ファミリー・フレンドリ 一企業 ) の普及を促進する。 
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②
 

育児休業制度等についての 取組の推進 

( 具体的施策 ) (-7 後 5 年間の目標 ) 

口 育児 材 建制度の定着 ま児   @   度を   ，   Ⅱに   してい 一 " 
6 「． 4%( 「 4 旬 づ 「 00% 。 

育児・介護休業法について、 制度の周知等を 図るとともに、 企業の制度として 定着する よう、 

育児休業 帝 l 」 度力 潮美 規 ・ 貝 Ⅱに 未 整備の事業所への 指導を登底する。   」の普及促進 

育児休業取得率の 目標達成に向け、 職場の意識改革を 進めるための 啓発活動や好事例の 普及 

を図る。 また、 事業主に対する 指導や助成等に ょ り、 子育て期間中の 勤務時間短縮等の 措置の 

導入 ィ足 進を図る 0 

口Ⅱ 諦葦外 労働の制限、 深夜業の免除。 子の看護 困 韻の制度の定着 

育児中の労働者 力 滞水した場合には、 時間外労働力制限 ( 年 1 50 時間まで ) される制度及 

び深夜の労働が 免除される制度や、 労働者が病気やけがをした 子の看護のために 休める制度の 

周 矢口・ f 胞 氏を図る。 

③男性の子育て 参加の促進 

( 具体自助 犠戟 ( 今後 5 年間の目標 ) 

遊男性の子育て 参㎝も珪に向けた 取組 次世代育成支援対策推進法に 基づく 認 

(J@&   定   企業   性のま月                       支   あ る 

@@D(D@  aW@@D20W 
上   

男性の子育て 参加を促進するため、 企業トップを 含めた職場の 意 ; 記文革、 管理職や従業員へ 

の研修の実施、 育児休業取得者が 出た場合の雇用管理ルールの 明確化等の取組を 推進する。 ま 

た、 子どもの出生時における 5 日程度の榊技の 取得促進について、 次世代育成支援対策推進法 

に 基づく特定事業主行動計画に 基づき官公庁が 率先して進めることにより、 民間企業等への 普 

及を図る。 

④仕事と生活の 調和のとれた 働き方の実現 

( 具体自助 毎策 ) (= 後 5 年間の目十票 ) 

口 何 % 人の生活等に 配慮した労働時間の 設定改善に向けた 労使の自主的取組の 推進 
労働日号間の 短縮の促進に 関する臨時措置法時短 湖は ついて、 育児をはじめ 労働き ィ団 々 人 

の 生活等に配慮した 労働時間、 休日、 榔 投の設定を促進するものへと 見直す。 
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日 仕事と生活 0% 軒コキャンペーンの 推進 官公庁と大企業のすべてが 取組 
( 「短時間集中」型の 働き万ま寄の 晋 皮 
生産性の向上を 図るため、 各企業等において 業務や作業の 手順等を見直し、 無駄を廃して、 

より短 い 時間での効率的な 業務遂行等を 進める取組や 在宅勤務、 短時間就労等の 導入を促進す 

るための意識啓発を 行 う 。 

田長時間にわたる 時間外労働の 是正 長時間にわたる 時間外労働を 行って い 

6 者 ] 吉山 3 上 た 減少 
随 対軸 諦奇 60 日朝 甑ら 吐の雇用双 轄恰 「 22%% Ⅱ 5 旬 コ 

育児 期 にあ る労働者の生活等に 配慮しつつ労働時間等の 設定の改善を 図ることが人材の 確 

保や生産性の 向上につながることについて 労使当事者に 周知するとともに、 フレックスタイム 

制 等の弾力的な 労働時間制度の 活用等に よ り多様な働き 方を実現することを 通じて、 長時間に 

わたる時間外労働の 是正を図る。 

ロ 年次有給休暇の 取得促進 企業全体に係る 労働者一人平均年次 有 

給困段 の敗 
47.4% Ⅱ 5 年度 づ 少なくとも 55% 以上 

労働者が子育てのために 年次有 & 帥使 段を取得しやすいようにするため、 計画的付与制度の 導 

入 、 好事例の紹介や 意識啓発活動を 推進する。 

ロパートタイム 労働者の均衡処遇の 推進 パートタイム 労働者と通常の 労働者と 

の 均衡処遇に向けた 環境の整備を 進め 
る廟 灯台が増加する 

パートタイム 労働者と通常の 労働者との間の 均衡処遇を進める 上での具体的な 考え方を示 

したパートタイム 労働法に基づく ォ 韻士 力 浸透・定着する よ う取り組むとともに、 処遇や人事制 

度の見直しなど 均衡処遇の推進に 取り組む事業主を 支援する。 

口 柔軟な転換 お @u 度の導入 畦進 
働き方の多様な 選択が可能となるよう、 コース 別 雇用管理制度を 導入している 企業における 

いわゆる総合職・ - 般職 相互間のコース 転換制度の導入を 推進する。 併せて、 パートタイム 労 

働者の通常の 労働者への転換制度の 普及を図る。 

口 多様就業型ワークシェアリンクの 普及促進 

平成 1 7 年度中に、 短時間正社員など 公正な処遇が 図られた多様な 働き方の導入をめざす 多 

オ菊 就業型ワークシェアリングの「制度導入・ 利用マニュアル」を 開発し、 これを用いて、 多様 

就業型ワークシェアリングの 普及を図る。 



ロ テレワークの 普及促進 艦 人口に占めるテレワーカー ( 来の比率 

( 灘 情報通信手段を 週 8% 刮 Ⅹ ど 活用して、 噺勒ゅ 

暁月 こぉ蜥柵 ) 圃 き方をする メ 。 

6. 「 % Ⅱ 4 旬 づ 三皇 墜 

( 平成 2 2 年までの自働 

テレワークの 実態調査を行うとともに、 テレワークに 関する企業内制度やセキュリティの 高 

い テレワーク ま剥 境の導入の推進、 創業・事業化を 容易にするための 必要な環境整備、 導入のた 

めのガイドラインの 整備、 推 逸 組織に よ る普及活動等を 通じて、 適正な就業環境の 下でのテレ 

ワークの普及促進を 図る。 

。 """ 痢 """" 弾 。 "" 錨 」 

公務員の勤務時間等に 関する制度を 弾力化多様化し、 職業生活と家庭生活の 両立支援の推 

進を図る。 

⑥安心して妊娠・ 出産 塘き 続けられる職場環境の 整備 

( 具体白 9 施策 ) ( 今後 5 年間の目標 ) 

巳妊娠・出産等を 理由とした不利益取扱いの 是正 
妊娠・出産等を 理由とする不利益取扱いほついて、 行政指導の登底を 図るとともに、 解雇 以 

タト の不利益取扱いほついての 法的整備を検討する。 

。 """ 臣 "" 。 " 
医師等の指導事項を 的確に伝達するための 連絡カードの 活用等により、 妊娠中及び出産後の 

女性労働者に 対する適切な 母性健康管理の 推進を図る。 

コ 企業におけるポジティフ・アクション 怜 
の 普及促進 29.5% Ⅱ 5 年度 づ 40% 

男女が職場で 十分に能力を 発揮しながら 安心して子どもを 生み育てられる 環境整備の観点 

から、 公正公平な人事評価・ 処遇を含む企業におけるポジティブ・アクションの 普及促進を図 

る。 また、 その際、 出産や育児による 欠勤等がハンディにならないような 人事管理制度、 能力 

評価制度等の 導入を積極的に 推進する。 

⑥南京 瑚は 等の促進 

( 具体自助毎葉 ) (= 後 5 年間の目標 ) 

D@fflW 、 佳 

育児等のために 退職し、 将来再就職を 希望する者に 対して、 再就職に向けた 具体的腰紐計画 

の策定支援、 職場体験講習の 実施、 再就職に役立つ 情報のま 尉 共を行う 縛 チャレンジサポート 

プロバラム ) などきめ細かい 支援を推進する。 
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口 育児時間に配慮した 職業訓練等の 推進 

育児中の求職者が 公共職業訓練を 受講できるよう、 柔軟な訓練コース 時間の設定を 行う。 

た 、 民間機関も活用して 再就職希望者のニーズに 対応した職業訓練を 実施する。 

ま
 

コ 両立支援八口一ワークにおける 再調 nmD 哉 援助等の推進 

育児が一段落し、 再就職を希望する 者等に対し育児・ 家事等と就職の 両立を支援するため、 

子ども連れでも 利用しやすい 施設を整えた「両立支援八口一ワーク」において、 職業情報の提 

供 、 ガイダンスの 実施、 多様な職業紹介の 実施等による 再就職支援を 推進する。 

また、 職務分析に基づく 職業能力評価制度の 整備により、 個人の職業能力や 企業が求める 職 

業 能力 ヵ潮 らかになることで、 円滑な再就職を 促進する。 

口 求人年齢の上限の 緩和促進 公共職業安定所における 全求人に占め 

6 年齢 フ 7q 間求人の割合 

15.2% Ⅱ 5 年度 - ナ " 。 " 
( 平成 1 7 年度 ) 

育児が一段落し、 再就職を希望する 者等が、 求人の年齢制限により 求職活動の制約を 受ける 

ことがな い 23 、 八口一ワークの 窓口等で個別の 企業に対する 啓発・指導等を 行 う など、 求人年 

齢 制限緩和の耳 嫡且 をま 宙色 する 0 

nM@@npmm(DW 
育児中の求職者が 安心して求職活動ができる よう 、 保育所の受天児童数の 増大を図りっ っ 、 

求職中も保育所の 利用ができることを 市町村や八口一ワークにおいて 積極的に周知する。 

今 希望する者すべてが 安心して育児休業等を 取得できる職場環境となる 

( 育児休業取得率 男性「 0% 、 、 女性 80%/ 小学校就学の 始期まで 
の勤務時間短縮等の 措置の普及率 25%) 

今 男性ち家庭でしっかりと 子どもに向き 合う時間が持てる ( 育児期の男 

性の育児等の 時間 ガ洗 造国並みに ) 
今 働き方を見直し、 多様な人材を 効果的に育成活用することにより、 労 

倒生産性が上昇するととちに、 育児 期 にあ る男女の長時間労働が 是正 

される 

今 働き方の多様な 選ま刑吏 が 用意される 

を 余儀なくされる 者の割合力Ⅰ 成 るとともに、 育児が一段 

落した後の円滑な 再 京湘哉が 可能となる 
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